
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初
期
対
応 

（
正
確
な
状
況
把
握
） 

い
じ
め
の
持
続
・
継
続

の
防
止 

再
発
防
止
に
向
け
て 

ま
わ
り
の
子
ど
も
の 

エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト 

継
続
し
た
見
守
り 

成
長
を
促
す
指
導 

✓ いじめが疑われるような状況に気づいたとき 

✓ まわりの子どもが、いじめの存在を教えてくれたとき 

✓ いじめられていると本人が訴えてきたとき 

学年主任・生徒指導担当者など 

（      ）先生 

管理職・生徒指導（主担者・主事） 

（      ）先生 

いじめ防止対策委員会 

司会（      ）先生、記録（      ）先生 

正確な状況把握 

子どもへの指導・支援 

情
報
の
収
集 

報告 

聴取 集約 

枚方警察・交野警察・

枚方少年サポートセ

ンター・大阪府中央子

ども家庭センター・協

助員 

学校全体の取組 

・担任をはじめ学校全体として「いじめは許さな

い」「いじめを受けた子どもを絶対に守る」とい

う意思を日常的に丁寧に伝える。休み時間な

どの安全確保するための見守りなど地道な取

組を続け、学校への信頼感を取り戻す。 

・学校の教育活動全体を通じ、すべての子ども

たちの自己有用感、自己肯定感を高める「成

長を促す指導」を実践し、いじめを許容しない

雰囲気を高める。 

協力要請 

「観衆」・「傍観者」から「仲裁者」・「通報者」への転換 

報告 

□ 一人で抱え込まない （裏面に詳細） 

・学年主任や生徒指導担当者に報告する。 

□ 管理職への報告 

・学年主任や生徒指導担当者は管理職に報告。 

□ 組織的な対応 

・学校いじめ防止基本方針に則り、「いじめ防

止対策委員会」が中心となって対応の検討や

役割分担をする。 

□ いじめを行った子どもに対して 

・単に厳しく指導するのではなく、子どもの人

格の成長のためにも、必ず複数名で状況や

心情を聴き取るとともに記録し、教育的配慮

のもと、内面に迫る指導を丁寧に行い、継続

的に再発防止に向けた適切な指導及び支援

を行う。 

□ いじめを受けた子どもに対して 

・安全を確保するとともに、必ず複数名で状況

や心情を聴き取るとともに記録し、子どもの

状態に合わせた継続的な心のケアを行う。 

ひらかた学校支援チ

ーム 

スクールソーシャル

ワーカー、スクール

アドバイザー 

□ まわりの子どもに対して 

・「観衆」や「傍観者」であっても、自分の問題

として捉えさせ、それらの行為はいじめに加

担する行為であることを丁寧に理解させる。 

・「仲裁者」や「通報者」になるよう丁寧に指導

する。 

□ いじめ解消について 

・いじめに係る行為が相当の期間（少なくとも

３ヶ月）止んでいる 

・いじめを受けた子どもが心身の苦痛を感じ

ていないかどうか面談等で確認する 

※上記２つの要件が満たされ「解消している」状

態に至った場合でも、継続して見守る。 

枚方市立春日小学校 いじめ対応マニュアル 

□ 積極的な認知 （裏面に詳細） 

・いじめの定義に基づき、いじめを受けた子ど

もの心情に寄り添う。 

支援要請 

□ 必要に応じて支援要請・協力要請 

・「ひらかた学校支援チーム」等の支援要請や

警察等の関係機関に協力要請をする。 

□ 過去のいじめアンケートの確認 ＊7年保存 

スクールカウンセラー、 

心の教室相談員との連携 

連携 


